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各  位 

会 社 名 株式会社マネーパートナーズグループ 

代表者名 代表取締役社長 奥 山  泰 全 

(コ ー ド 番 号 ： 8732 東 証 第 一 部 ) 

問合せ先    財 務 部 長  権 代  徹 也 

(TEL. ０３－４５４０－３８０４) 

 

支配株主等に関する事項について 

 

当社のその他の関係会社である株式会社大和証券グループ本社について、支配株主等に関する事項は、

以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。 
 

記 

 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

（2020年３月31日現在） 

名称 属性 

議決権所有割合（％） 
発行する株券が上場されている 

金融商品取引所等 
直接 

所有分 

合算 

対象分 
計 

株式会社大和証券 

グループ本社 

その他の 

関係会社 
18.50 － 18.50 

東京証券取引所市場第一部 

名古屋証券取引所市場第一部 

 

２．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

株式会社大和証券グループ本社は、当社の議決権数の18.50％を所有しており、当社は同社の持分法

適用会社であります。 

同社とは、2019年３月25日付で当社と業務提携契約を締結し、ブロックチェーン技術を用いた業務及

びブロックチェーン技術に係るコンサルティング業務について提携することとしております。また、こ

れと同時に、当社が2019年４月11日を払込期日として第三者割当により発行した第１回無担保転換社債

型新株予約権付社債1,000百万円の全てを同社に割当て、払込を受けております。なお、当該新株予約

権が全て転換された場合に交付される当社普通株式に係る議決権の数は、24,570個であり、2020年３月

31日現在の議決権数の総数の7.54％に相当します。 

同社の子会社である大和証券株式会社は、当社株式の東京証券取引所市場第二部への上場及び市場第

一部銘柄指定に際しての主幹事証券会社であり、当社の子会社である株式会社マネーパートナーズの外

国為替証拠金取引におけるカバー取引先の１社であるなど、同社とそのグループ会社とは、業務上の友

好関係のもと、必要に応じて取引を行っております。 

また、同社の企業グループとの人的関係は下記のとおりでありますが、当社の取締役会は監査等委員

以外の取締役５名及び監査等委員である取締役４名から構成されており、独自の経営判断が行える状況

にあると考えております。 

 



（役員の兼務状況） 

役職 氏名 
親会社等又はそのグループ 

企業での役職 
就任理由 

社外取締役 

（非常勤） 
吉田 光太郎 

株式会社大和証券グループ本社経営企画部長 

大和証券株式会社経営企画部長 

大和企業投資株式会社取締役 

大和ＰＩパートナーズ株式会社取締役 

株式会社大和ファンド・コンサルティング取締役 

Ｇｌｏｂａｌ Ｘ Ｊａｐａｎ株式会社監査役 

大和ファシリティ・サービス株式会社代表取締役 

金融商品取引業を営む企

業での経営企画に関する

豊富な経験を活かし、経

営全般に関する幅広いア

ドバイスを得られること

を期待されるため当社か

ら就任を依頼。 

 

上記のとおり、資本的関係、取引関係、人的関係等のいずれも当社の事業活動や経営判断に重要な影

響を与えるものはなく、当社の独立性は確保されております。 

 

３．支配株主等との取引に関する事項 

（2019年４月１日～2020年３月31日） 

種類 
会社等の名称

又は氏名 
所在地 

資本金又

は出資金 

（百万円） 

事業の内容

又は職業 

議決権等の

所有（被所

有）割合

（％） 

関連当

事者と

の関係 

取引の内容 
取引金額 

（百万円） 
科目 

期末残高 

（百万円） 

主要

株主 

㈱大和証券 

グループ本社 

東京都 

千代田区 
247,397 

グループ会社

の事業活動の

支配・管理 

（被所有） 

  直接 18.5 

出資 

役員の

受入 

 

 

転換社債型新株予約権

付社債の引受 

 

 

1,000 

転換社債

型新株予

約権付社

債 

1,000 

 

転換社債型新株予約権

付社債の発行に係るア

ドバイザリー手数料の

支払 

 

10  － 

 

転換社債型新株予約権

付社債の利息の支払 

 

9  － 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）１．取引条件については、市場価格等を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。 

２．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

 

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

支配株主との取引につきましては、市場価格等を勘案して一般の取引と同様の適切な条件とすること

を基本とし、取引内容及びその妥当性について取締役会で審議のうえ決定しております。 

 

以上 


